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○妙高市定住促進通学費貸与条例施行規則 

平成31年３月22日規則第４号 

妙高市定住促進通学費貸与条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、妙高市定住促進通学費貸与条例（平成31年妙高市条例第６号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（貸与の申請） 

第２条 資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人と連署した妙高市定住促進通学費貸与申請

書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 在学証明書又は大学等の入学が決定していることを証する書面の写し 

(２) 住民票の写し 

(３) 通学定期券の写し 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（貸与の決定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請について、その内容を審査し、条例第５条の規定により資

金の貸与又は貸与をしないことを決定したときは、妙高市定住促進通学費貸与決定（不決定）通

知書（別記様式第２号）により通知する。 

２ 前項の規定により決定の通知を受けた者は、連帯保証人及び保証人（独立の生計を営む成年者

であって、いつでも資金の貸与を受ける者と連絡を取ることができる者に限る。）と連署した誓

約書（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（資金の貸与） 

第４条 資金の貸与を受けた者で、通学に係る定期券を購入したときは、速やかに、妙高市定住促

進通学費請求書（別記様式第４号）に定期券の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、資金を貸与するものとする。 

（異動の届出等） 

第５条 資金の貸与を受けた者で、次のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署した通学に

係る届出書（別記様式第５号）を、速やかに市長に提出しなければならない。 

(１) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(２) 停学その他の処分を受けたとき。 
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(３) 進学を条件として貸与の決定を受けた者が進学できなかったとき。 

(４) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の氏名、住所その他の重要な事項に変更があったとき。 

２ 市長は、資金の貸与を受けた者の通学の事実を確認するため、必要に応じて定期券の提示を求

めることができる。 

（転学又は退学があった場合の貸与の取扱い） 

第６条 資金の貸与を受けた者が転学又は退学したときは、資金の貸与を辞退したものとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、資金の貸与を受けた者が転学した場合で、連帯保証人と連署した通

学に係る届出書を提出したときは、資金の貸与を継続することができる。 

（貸与の決定の取消しの通知） 

第７条 市長は、条例第10条の規定により貸与の決定を取消したときは、妙高市定住促進通学費貸

与取消通知書（別記様式第６号）により通知する。 

（借用証書等の提出） 

第８条 資金の貸与を受けた者は、条例第12条のいずれかに該当するときは、貸与を受けた資金の

全額について、連帯保証人及び保証人と連署した妙高市定住促進通学費借用証書（別記様式第７

号）並びに妙高市定住促進通学費返還明細書（別記様式第８号）を速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

（連帯保証人等の変更） 

第９条 資金の貸与を受けた者は、連帯保証人又は保証人が死亡その他の理由により資格を失った

ときは、速やかにその代わりを定めて連帯保証人と連署した通学に係る届出書を市長に提出しな

ければならない。 

（死亡の届出） 

第10条 資金の貸与を受けた者が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡届出書（別記様

式第９号）に死亡診断書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

（返還猶予の願い出） 

第11条 資金の貸与を受けた者は、条例第13条の規定により資金の返還の猶予を受けようとすると

きは、連帯保証人及び保証人と連署した妙高市定住促進通学費返還猶予願（別記様式第10号）に

その事由を証することのできる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（返還猶予の決定） 

第12条 市長は、前条の猶予願の提出があったときは、これを審査し、返還の猶予の可否を決定し

たときは、妙高市定住促進通学費返還猶予決定（不決定）通知書（別記様式第11号）により通知
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する。 

（返還免除の願い出） 

第13条 資金の貸与を受けた者又は相続人は、条例第15条第１号又は第２号の規定により資金の返

還の免除を受けようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した妙高市定住促進通学費返還

免除願（別記様式第12号。以下「免除額」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(１) 条例第15条第１号の規定によるときは、戸籍抄本 

(２) 条例第15条第２号の規定によるときは、重度心身障がいの事実及び程度を証する医師の診

断書並びに資金の返還が困難である事情を証する書類 

２ 資金の貸与を受けた者は、条例第15条第３号の規定により資金の返還の免除を受けようとする

ときは、前項の免除願を市長に提出しなければならない。この場合において、返還を免除する額

は、市長が当該免除を認めた年度以降において本来返還すべき額の３分の２の額に1,000円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。 

（返還免除の決定） 

第14条 市長は、前条の免除願の提出があったときは、これを審査し、返還の免除の可否を決定し

たときは、妙高市定住促進通学費返還免除決定（不決定）通知書（別記様式第13号）により通知

する。 

２ 前項の免除決定を受けた者が、繰り上げて返還を行う場合は、当該年度後の返還額には免除を

適用しない。 

（返還免除現況届等） 

第15条 条例第15条第３号の規定に該当して返還の免除の決定を受けた者は、返還を完了するまで

の間、毎年、市長が定める日までに妙高市定住促進通学費返還免除現況届（別記様式第14号）を

提出しなければならない。 

２ 返還の免除の決定を受けた者は、前項の現況届の内容に変更があったときは、速やかにその旨

を届け出なければならない。 

（返還免除の停止及び取消し） 

第16条 市長は、返還の免除の決定を受けた者が条例第15条第３号に該当しないと認めるときは、

返還の免除を停止又は取り消すことができる。 

２ 前項の返還の免除の停止又は取消しを受けた者に対して、市長は、返還を免除した額を請求す

ることができる。 
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（その他） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第３条関係） 
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別記様式第３号（第３条関係） 
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別記様式第４号（第４条関係） 
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別記様式第５号（第５条、第６条、第９条関係） 
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別記様式第６号（第７条関係） 
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別記様式第７号（第８条、第10条関係） 
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別記様式第８号（第８条、第10条関係） 
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別記様式第９号（第10条関係） 
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別記様式第10号（第11条関係） 
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別記様式第11号（第12条関係） 
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別記様式第12号（第15条関係） 
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別記様式第13号（第14条関係） 
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別記様式第14号（第15条関係） 
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